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（趣旨） 

第１条 この規程は、静岡県立大学大学院学則第18条の規定に基づき、静岡県立

大学大学院（以下「本大学院」という｡)に入学する外国人留学生に関し、選考

その他必要な事項を定めるものとする。 

（外国人留学生） 

第２条 この規程において、外国人留学生とは、日本の国籍を有しない者で、教

育を受ける目的をもって入国し、本大学院の修士課程、博士前期課程、博士後

期課程又は薬食生命科学総合学府薬学専攻の博士課程に入学を許可された者を

いう。 

（入学許可） 

第３条 外国人で、大学院生として入学を志願する者（以下「入学志願者」とい

う｡）があるときは、研究科委員会又は学府委員会の選考を経て、学長が外国

人留学生として入学を許可する。 

（入学資格） 

第４条 修士課程及び博士前期課程に入学することができる者は、次の各号のー

に該当する者とする。 

(1) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者 

(2) 日本において大学を卒業した者 

(3) 日本において大学に３年以上在学し、又は外国において学校教育における

15年の課程を修了し、所定の単位を優れた成績で修得したものと学長が認め

た者 

(4) その他の大学を卒業した者と同等以上の学力があると学長が認めた者 

２ 博士後期課程及び薬食生命科学総合学府薬学専攻の博士課程に入学すること

のできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

(1) 外国において修士の学位に相当する学位を授与された者 

(2) 日本において修士の学位を習得した者 

(3) 日本において大学を卒業し、又は外国において学校教育における16年の課

程を修了した後、大学研究所等において、２年以上研究に従事した者で、当

該研究の成果等により、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると学

長が認めた者 

(4) その他修士の学位を有する者と同等以上の学力があると学長が認めた者 

（入学者の選考） 

第５条 入学者の選考は、一般志願者と同じ方法で行う。ただし、これにより難



い事情があると認めた場合は、特別の選考を行うことができる。 

（入学者等の取扱い） 

第６条 前条ただし書きの規定により入学を許可された外国人留学生については、

定員外とすることができる。 

２ 本大学院博士前期課程を修了し、引き続き博士後期課程に進学する外国人留

学生の取扱いは、研究科委員会又は学府委員会の定めるところによる。 

（入学の出願） 

第７条 入学志願者は、次に掲げる書類に所定の検定料を添え、研究科長又は学

府長を経て、学長に願い出なければならない。 

(1) 入学願書 

(2) 健康診断書 

(3) 写真 

(4) 最終学校の学業成績及び卒業（修了）証明書 

(5) その他指定する書類 

（国費による外国人留学生の入学検定料等） 

第８条 日本の国費による外国人留学生の入学検定料、入学料、授業料等は徴収

しない。 

（細則） 

第９条 学長は、この規程に定めるもののほか、外国人留学生に関する細則を定

めることができる。 

（準用） 

第10条 静岡県立大学学則及び本大学院学則中、学生に関する規定は、外国人留

学生に準用する。 

附 則 

この規程は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 改正後の規程は、令和２年４月１日以降に入学する者について適用し、同年

３月31日において現に在学する者については、なお従前の例による。 

 


